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第23条※（第三者提供の制限）
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を
得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第三者提供の制限の例外となる場合

＜個人情報の保護に関する法律＞（平成15年法律第57号）

※令和３年個人情報保護法改正（デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37号）第50条によ
る改正）後は第27条



5郵便事業分野の事業者特有の制限規定

＜郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説＞

＜郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン＞（平成29年総務省告示第167号）

第13条（第三者提供の制限）
10 前各項の規定にかかわらず、事業者は、個人データを第三者に提供するに当たっては、
信書の秘密の保護に係る郵便法第８条その他の関連規定を遵守しなければならない。

第10項は、第1項から第9項までの規定の適用に基づき、個人データの第三者提供を行おうと
する場合においても、信書の秘密等に関する規定を遵守しなければならないことについて確認
する旨の規定である。

このため、法律上の照会権限を有する者からの照会（刑事訴訟法第197条第2項、少年法
第6条の4、弁護士法第23条の2、空家等対策の推進に関する特別措置法第10条第３項
等）がなされた場合であっても、信書の秘密等に該当する事項については、原則として提供
することはできないと考えられる。

3-5-4 第三者提供の制限における信書の秘密に係る個人データの例外（抜粋）





転居届に係る情報に関連する判決等 7

「転居届に係る情報は、信書の秘密ないし通信の秘密には該当しないものの、郵便法８条２項にいう『郵便物に関して知り得た他人

の秘密』に該当し、上告人はこれに関し守秘義務を負っている。この場合、23条照会※に対する報告義務の趣旨からすれば上記報告義

務に対して郵便法上の守秘義務が常に優先すると解すべき根拠はない。各照会事項について、照会を求める側の利益と秘密を守られ

る側の利益を比較衡量して報告拒絶が正当であるか否かを判断するべきである。」

「転居届は、通信や信書そのものではなく、個々の郵便物とは別個のものである。そして、そこに記載された情報について報告がさ

れても、個々の通信の内容が推知されるものではない。したがって、転居届に係る情報は、憲法21条２項後段の『通信の秘密』にも

郵便法８条１項の『信書の秘密』にも該当しないと解するのが相当である…」

「法律上の守秘義務を負っているとの一事をもって、23条照会に対する報告を拒絶する正当な理由があると判断するのは相当でない。

…報告を拒絶する正当な理由があるかどうかについては、照会事項ごとに、これを報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶

することによって犠牲となる利益との比較衡量により決せられるべきである。」

■ 名古屋高等裁判所平成29年６月30日判決（上記最高裁判決の差戻審）

※「23条照会」：弁護士法第23条の２に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会するもの。

参考：本判決に係る「最高裁判所判例解説（抜粋）」（齋藤 毅 裁判官）
「岡部裁判官の補足意見は、本文前記１（１）及び前掲（注６）の報告義務違反の有無の判断枠組みを念頭に置いたものとみられる。」
・ 本文前記１（１）（抜粋）

「一般的に、・・・23条照会を受けた公務所又は公私の団体は、・・・23条照会により報告を求められた事項について報告する法的な
義務を負う（ただし、正当な理由（注６）がある場合には報告を拒絶することが許される。）ものと解されている。」

・ 前掲（注６）（抜粋）
「「正当な理由」の有無は、報告を受けることによる（公共的）利益と報告を拒絶することにより保護される利益とを比較衡量し、
後者が前者に優越する（守秘義務等が報告義務に優先する）といえるか否かによって判断する。この場合、報告を受けることによる
利益に関する要素として、照会の必要性・相当性（争点との関係での報告を求める事項の重要性、他の方法によって容易に情報が得
られるか否か等）が挙げられ、報告を拒絶することにより保護される利益として、個人の名誉、プライバシー等が挙げられる。」

■ 最高裁判所平成28年10月18日判決 岡部喜代子裁判官補足意見



平成29年の地方分権改革に関する提案募集に寄せられた提案と対応 8

出典：平成29年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況について
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2017/h29fu_kekka.html

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h29fu_07_mic.pdf

提案事項 具体的な支障事例
（抜粋）

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※令元対応方針（令元.12.23閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を
＜令元＞として併記

「空家等対策の推進に関する
特別措置法」における所有者
の所在を特定する手段拡大

所有者や管理者が住民票を移
動させずに転出しており、固定
資産税情報や登記情報、住民
票、戸籍等を利用してもなおそ
の所在の特定が困難となってい
る事例がある。

その際、複数の市町村において、
空家等の所有者の所在を確知
し、直接改善を働きかけるため
の手段として、空家法第10条
第3項の規定に基づき、郵便転
送情報の利用を所管郵便局に
要請したものの、個人情報であ
ることを理由に提供困難との見
解であった。

＜平29＞【総務省】
郵便法（昭22法165）、個人情報の保護に関する法律（平15法
57）及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平26法
127）
市町村が空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき空家等の
所有者等の把握に関し必要な情報として郵便の転送情報を求めた
場合の取扱いについては、当該情報の信書の秘密への該当性に留
意しつつ、当該情報提供の可否及び「郵便事業分野における個人情
報保護に関するガイドライン」（平20総務省）等の改正について、引
き続き検討する。（関係府省：個人情報保護委員会及び国土交
通省）

＜令元＞【総務省】
郵便法（昭22法165）、個人情報の保護に関する法律（平15法
57）及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平26法
127）
市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が空家等対
策の推進に関する特別措置法10条３項に基づき空家等の所有者
等の把握に関し必要な情報として日本郵便株式会社に提供を求め
た郵便の転送情報については、一定の条件を満たす場合に市町村へ
の提供が可能であることを「郵便事業分野における個人情報保護に
関するガイドライン（平成29年総務省告示167号）の解説」におい
て明確化し、市町村及び日本郵便株式会社に令和元年度中に周
知する。（関係府省：個人情報保護委員会及び国土交通省）

求める措置の具体的内容
所有者等の所在をより円滑に
把握するため、空家法第10条
第3項に基づく市町村からの求
めに応じて、郵便事業者が郵
便転送情報を提供できるように
すること。



＜郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説＞

＜郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン＞（平成29年総務省告示第167号）

第13条（第三者提供の制限）
10 前各項の規定にかかわらず、事業者は、個人データを第三者に提供するに当たっては、
信書の秘密の保護に係る郵便法第８条その他の関連規定を遵守しなければならない。

第10項は、第1項から第9項までの規定の適用に基づき、個人データの第三者提供を行おうとする場合においても、信書の秘密等に関する規
定を遵守しなければならないことについて確認する旨の規定である。
このため、法律上の照会権限を有する者からの照会（刑事訴訟法第197条第2項、少年法第6条の4、弁護士法第23条の2、空家等対策
の推進に関する特別措置法第10条第３項等）がなされた場合であっても、信書の秘密等に該当する事項については、原則として提供すること
はできないと考えられる。
ただし、信書の秘密等に該当する事項のうち、郵便法第８条第２項に規定する、郵便物に関して知り得た他人の秘密については、比較衡量
の結果、それらの情報を用いることによる利益が秘密を守られる利益を上回ると認められたときには、第三者提供が可能となると考えられる。
例えば、地方自治体が、空家等対策の推進に関する特別措置法第10条第３項の規定に基づき、空家等の所有者又は管理者（以下「所
有者等」という。）の転居先の情報を照会してきた場合であって、以下の２点を明らかにした場合には、日本郵便株式会社は、当該所有者等
の同意を得ることなく、郵便物の転送先の情報を提供することが可能と考えられる。
① 当該空家等がそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にあり、その除去等が周辺住人
や通行人の生命、身体の保護のために必要であることから、これらの措置を所有者等に実施させるためにその連絡先を把握する必要があること
② 当該自治体が他に取り得る合理的な手段や方法では、空家等の所有者等に関し、必要な情報が入手できないこと
なお、この場合において提供できる個人データは、その目的の達成に必要な最小限の範囲のものでなくてはならず、例えば個別の信書に関する
情報や内容等を提供することまでを許容するものではない。

3-5-4 第三者提供の制限における信書の秘密に係る個人データの例外（抜粋）

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説の改正（令和２年３月）

※破線枠部分を「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正（令和２年３月）にて追記
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令和３年の地方分権改革に関する提案募集に寄せられた提案 10

国税徴収法第146条の２又は地方税法第20条の11に基づく、徴収職員等から日本郵便への協力要請に
応じて、郵便の転送情報を提供できるようにするとともに、その内容を郵便分野ガイドラインの解説で明確化す
るよう、提案が寄せられている。（提案団体：階上町、八王子市、前橋市等24団体）

提案事項 具体的な支障事例
（抜粋） 各府省からの第２次回答

国税徴収法又は地方税法に基
づく徴収職員等への日本郵便
株式会社が保有する郵便転送
情報の提供を可能とすること。

町税等の滞納者が住民票を移動させず
に転出している場合があり、電話連絡や
住所地の訪問、戸籍等の利用をもってし
てもなおその所在を特定することが困難に
なっている事例が存在する。当該事例に
おいて、ある滞納者の住所地へ特定記録
により書類を郵送したところ、住所地以外
へ転送された形跡があったため、所管郵
便局に対して、私書箱使用の有無及び
転居届の記載内容を照会したが、個人
情報保護法及び郵便法の規定による守
秘義務の関係から回答不可とされた。

「転居届に係る情報」は、郵便法（昭和22年法律第165号）第8
条第2項に規定する郵便物に関して知り得た他人の秘密に該当する
ものであり、その扱いについては、郵便事業分野における個人情報保
護に関するガイドラインの解説（令和2年3月1日総務省）において、
「信書の秘密等に該当する事項のうち、郵便法第8条第2項に規定
する郵便物に関して知り得た他人の秘密については、比較衡量の結
果、それらの情報を用いることによる利益が秘密を守られる利益を上
回ると認められたときには、第三者提供が可能となると考えられる」とし
ています。

他方、「比較衡量」の結果、第三者提供が可能となるかどうかの判断
については、郵便物に関して知り得た他人の秘密の扱いについて、個
別のケースごとに検討を重ねる必要があり、提供が可能なケースとして
「国税徴収法第146条の２及び地方税法第20条の11の規定に基
づく協力要請」が含まれるかどうかについても、関係各省や専門家等の
意見を交え、慎重に検討するべきと考えています。

「デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会」最終報告
書（令和3年7月21日公表）において、日本郵政グループ・郵便局
が保有するデータについて、公的分野も含めた活用が提言されたこと
受け、有識者等で構成する検討の場を設置することとしており、税の
賦課徴収における転居情報の利用についても、郵便局が保有する
データの活用ケースの１つとして、提供の可否や条件等について、検
討を行ってまいります。

求める措置の具体的内容
滞納者等の所在をより円滑に把
握するため、国税徴収法第
146条の２又は地方税法第
20条の11に基づく、徴収職員
又は徴税吏員（以下「徴収職
員等」という。）から日本郵便
株式会社への協力要請に応じ
て、郵便の転送情報を提供でき
るようにするとともに、その内容を
「郵便事業分野における個人情
報保護に関するガイドラインの解
説」で明確化すること。

出典：令和3年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第2次回答について
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2021/teianbosyu_fushokaitou2.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r03/tb_r3_ko_ka2_07_mic.pdf



日本弁護士連合会からの提案 11

＜具体的な事案＞

① 判決等の債務名義を得た債権者が判決等の内容を実現するために強制執行をする
に際し、相手方の住所を特定するために転居先について照会をする場合

② これから裁判を受けようとするものが国民の裁判を受ける権利を実現するために相手方
の住所を特定するために転居先について照会をする場合

③ 郵便物の配達の先後によって権利関係が決まる場合に、その先後関係を立証するた
めに郵便物の配達日時について照会する場合 等

日本弁護士連合会として、弁護士会照会及び郵便分野ガイドラインの適切な運用の実現のた
め、郵便物に関して知り得た他人の秘密について、比較衡量の結果、弁護士会照会に対応し
た提供が可能となる具体的な事案について総務省に対して提案。







郵便局データの活用に向けた検討イメージ

データの種類 データ活用・共有主体 データの活用分野× ×

居住者情報
住所、居住者名、事業所名
転居情報
旧・新住所、転居者氏名(旧
姓)、転送開始日、電話番号
郵便物（書留等）や荷物
（ゆうパック等）の発送・追跡
データ
内容証明郵便データ
物販カタログやネットショップの
取引履歴
郵便局倶楽部・みまもりサービ
スの会員情報

日本郵便

国、地方公共団体

企業

利用者

業務効率化
•配送の効率化
•適正な人員配置 等

新たなビジネスの創出
•新たな郵便サービス
• エリアマーケティング

公的サービス
•防災（安否確認）
•給付金の支給
•統計調査
•弁護士会照会
•税

様
々
な
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
を
想
定

･･･

･･･

･･･

 個人情報保護法との関係
 郵便法上の制約
 市場・社会の受容性
 運用のフィジビリティ
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15オープンデータの推進

＜官民データ活用推進基本法＞（平成28年法律第103号）

第11条（国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等）
2 事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するものについて、個人及び法人の権
利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネット
ワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２．国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容
易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータを
オープンデータと定義する。
①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
②機械判読に適したもの
③無償で利用できるもの
６．地方公共団体、独立行政法人、事業者におけるオープンデータの取組
（２）事業者
また、電力・ガス、通信・放送、交通等の公益事業分野の事業者については、その公益性に鑑み、本基本
指針及び利用者ニーズを踏まえてオープンデータを推進することが望ましい。

＜オープンデータ基本指針＞（抜粋）
（平成29年５月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定）


